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船舶事故調査報告書 

 

                     平成２７年５月２１日 

                 運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                    委   員  小須田   敏 

                    委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２６年７月２７日 １０時２０分ごろ 

発生場所 静岡県静岡市三保埼南方沖 

清水灯台から真方位１７８°５.７海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３４°５４.９５′ 東経１３８°３２.０７′） 

事故調査の経過 平成２６年７月２９日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 第五大越
だいえつ

丸、２８４トン 

   １４２１８１、大越海運有限会社、株式会社波方造船所（船舶

所有者）、大岡海運有限会社（船舶借入人） 

   ５９.６０ｍ（Lr）×１０.３０ｍ×５.９０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、７３５kＷ、平成２６年４月２２日 

Ｂ 遊漁船 彌
や

太
た

丸、１２.０トン 

ＳＯ２－５１８２（漁船登録番号）、個人所有 

  １１.９８ｍ（Lr）×３.６２ｍ×１.２０ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関２基、４７０.７２kＷ（合計）、昭和６３年８

月 

第２９４－１４２９０号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６０歳 

五級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和５９年９月２１日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２６年４月２１日 

    免状有効期間満了日 平成３１年９月２０日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６４歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和４９年１０月４日 

    免許証交付日 平成２１年１２月１８日 

           （平成２７年３月８日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷中央部のハンドレール及びコーミングに凹損、外板に擦過傷 

Ｂ 船首部のガイドローラ脱落及び手すりに曲損、外板及び船首甲板
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に亀裂等 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか４人が乗り組み、肥料グルテン５００ｔを積載

し、福岡県北九州市の関門港門司区に向けて三保埼南方沖を針路約 

２１０°（真方位、以下同じ。）、速力約１０.５ノット（kn）（対地速

力、以下同じ。）で自動操舵により航行していた。 

船長Ａは、左舷船首約３５°３.０Ｍ付近に北進中のＢ船を初めて

視認し、Ｂ船との距離が約２.０Ｍとなったころ、避航船であるＢ船

が左舷を対してＡ船の進路を避けるものと思い、同じ針路及び速力で

航行を続けた。 

Ａ船は、Ｂ船が左舷船首方約５００ｍに接近したとき、衝突の危険

を感じて汽笛を吹鳴するとともに手動操舵に切り換えて針路を２３

０°に転じたものの、平成２６年７月２７日１０時２０分ごろ、Ａ船

の左舷中央部とＢ船の船首とが衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、釣り客９人を乗せ、清水港の南

方２０Ｍ付近の釣り場で遊漁を行っていたが、釣果が良くない上に、

風浪が強くなったので、予定を早めて静岡市清水港の係留地に戻るこ

ととし、三保埼南方沖を針路約００５°、速力約１４.５knで、手動

操舵により航行していた。  

Ｂ船は、船長Ｂが、操舵室の椅子に腰を掛けた姿勢で操船に当た

り、清水港までの距離が８Ｍとなった辺りで居眠りに陥り、同じ針路

及び速力で航行を続け、Ｂ船とＡ船とが衝突した。 

Ａ船及びＢ船は、海上保安部の指示で清水港に入港して調査を受け

た。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 ３、視程 約１０km 

海象：潮汐 下げ潮の末期 

 その他の事項 船長Ｂは、月間約１０日、年間約９０日遊漁船業を行っていた。 

船長Ｂは、健康状態に問題はなく、眠気を催すような薬は服用して

いなかった。 

船長Ｂは、本事故当日、０３時００分ごろ起床して０４時００分ご

ろ出航し、０５時４５分ごろ清水港の南方２０Ｍ付近の釣り場に着い

た。 

船長Ｂの観測では、釣り場に着いた頃、風速約８m/sの西南西風が

吹き、１時間後には風速約１０m/sとなった。 

船長Ｂは、本事故後、まもなく港に入るということで、緊張感が緩

んで眠気を催したと思った。 

船長Ｂは、眠気を催したが、係留地に着くまで眠気を我慢できるも

のと思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 



- 3 - 

 判明した事項の解析 Ａ船は、三保埼南方沖を南西進中、船長Ａが、左舷船首方に北進中

のＢ船が左舷を対してＡ船を避けるものと思い込み、同じ針路及び速

力で航行したことから、Ｂ船と接近して衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、三保埼南方沖を北進中、船長Ｂが、居眠りに陥ったことか

ら、同じ針路及び速力で航行し、Ａ船と接近して衝突したものと考え

られる。 

船長Ｂは、まもなく港に入ることで、緊張感が緩んで眠気を催した

可能性があると考えられる。 

原因 本事故は、三保埼南方沖において、Ａ船が南西進中、Ｂ船が北進

中、船長Ａが、左舷船首方に視認したＢ船が左舷を対してＡ船を避け

るものと思い込み、同じ針路及び速力で航行し、また、船長Ｂが、居

眠りに陥ったため、両船が接近して衝突したことにより発生したもの

と考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・自船に衝突のおそれがある態勢で接近する他船との衝突を避ける

ための動作をとる場合は、十分に余裕のある時期に、ためらわず

に、針路又は速力の変更を大幅に行うこと。 

 ・操船中に眠気を催した場合は、外気に当たったり椅子から立ち上

がったりして眠気を払うこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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